
 

平成２１年度 

 

青少年をめぐる環境整備のための緊急対策事業 

青少年を取り巻く有害情報環境対策講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《主催者》静岡県教育委員会 

《受 託》 

特定非営利活動法人 

静岡パソコンサポートアクティビティ 

http://izunokuni.net/ 

 
 

- 1 - 



１．世界のネットワークにアクセスできるインターネット  

 急速に普及するインターネット、ケータイ電話。今や生活の中で欠かせない情報

ツールになりました。 

 

-

 インターネットは世界中のパソコンネット 

ワークをつないだ世界最大のネットワーク 

です。つまり自宅にインターネットに接続して 

あるパソコンがあることは、世界中の情報に 

アクセスすることができることです。 

 
インターネットのネットワーク 

 

 

インターネットの普及率は、常に増加傾

向にあり、人口普及率は８割を 

越えつつあります。（総務庁統計より） 

 

 

 

 

 

 

 

２．ケータイ電話の機能向上と普及 

 ケータイ電話は、いつでもどこでも個人と個人が会話するために開発された電話

です。しかし最近のケータイ電話は会話以外にもインターネットに接続してメール

やホームページ閲覧、ワンセグテレビや音楽再生、デジカメ、ビデオ機能などパソ

コン以上の機能を持つものがでてきました。またケータイ電話の普及には利用料金

の低下価格化と定額制や家族割引などの導入があります。請求金額を気にせずに利

用できる安心感が一人一台のケータイ所持に拍車をかけました。 
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３．「便利さ」にかくされた「危険性」 

 インターネットやケータイ電話は、私たちの生活に「便利さ」を与えてくれまし

た。ケータイ電話でいつでも会話できるだけでなく、ワンセグテレビやゲーム、音

楽、電子取引もできます。インターネットでメールやホームページ、各種契約もで

きるようになりました。 

 しかしこの「便利さ」の裏に、「危険性」がかくされているのです。平成１５年に

施行された「出会い系サイト規正法」（平成２０年に改正）により、出会い系サイト

運営者の責務や利用者の規制がされています。しかし「出会い系」を目的に設置さ

れたホームページが設置され犯罪件数が増加しているのが現実です。 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （警察庁統計より） 

 

 

 ケータイやインターネットの危険性について、「法律で規制すべきだ」、という意

見があります。しかし法律で規制されていても犯罪は減らない現実があります。 
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４．子どもたちをインターネット、ケータイ電話の危険性から守るために 

 講座の中で、「こんな危険なインターネットやケータイ電話は子どもに使わせな

い」という保護者がいます。たしかに危険なこともありますが、子どもたちが大人

になる頃は、高度情報社会であり、パソコン、ケータイ電話は使えなければ生活で

きない時代になっています。子どもたちが安全にこれらの情報機器を使うためには、

安全な使い方を子どもたちに教える必要があります。 

 静岡県では、「静岡県ケータイルール」として子どもたちにケータイ電話を利用さ

せるときに家族で守るルールを制定しています。ケータイルールとは、ケータイを

利用するときの親子の契約書です。 

 《静岡県のケータイルールの内容》 （別添参照） 

５．保護者が実施するインターネット、ケータイの設定 

 保護者は、ぜひ次の設定をパソコンとケータイ電話に設定・契約をしましょう。 

  パソコン 

 ウィルス駆除ソフト（利用期限が切れていないこと）、フィルタリングソフト 

   家族が管理できる場所にパソコンを配置すること 

 

 
ケータイ 

 フィルタリング（各キャリアで契約） 

ケータイ電話は「個人のもの」でなく、「家族のもの」である意識付け  

 

６．もしも、困ったときには 

●困ったことがおきたら、すぐ警察に相談！ 

 警察相談ダイヤル ＃９１１０ ダイヤル回線からはかかりませんので、最寄の警察署の相談窓口をご利用下さい。  

●迷惑メールに関する情報提供 

 （財）日本データー通信協会「迷惑メール相談センター」http://www.dekyo.or.jp/soudan/ 

●トラブルに巻き込まれたときの相談 

 国民生活センター i モード http://www.kokusen.go.jp/i/ 

                    パソコン http://www.kokusen.go.jp 

消費生活全般に関する苦情や問合せの受付・最寄の消費生活センターの窓口紹介  

 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口 http://www.npa.go.jp/cyber/ 

          迷惑メールや架空請求などインターネット上のトラブルに関する場合の相談窓口、情報受付、事例紹介  
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（特）静岡パソコンサポートアクティビティ 055-970-4144 
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